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市第４号議案 

 横浜市市税条例の一部改正 

 横浜市市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和８年５月20日提出 

                 横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市条例（番号） 

   横浜市市税条例の一部を改正する条例 

第１条 横浜市市税条例（昭和25年８月横浜市条例第34号）の一部 

 を次のように改正する。 

  第34条第１項ただし書中「いう。第34条の４第１項において同 

 じ。）（」を「いい、」に改める。 

第34条の４第１項を次のように改める。 

  法第 317 条の３の３第１項各号に掲げる者（以下この条にお

いて「公的年金等受給者」という。）は、公的年金等支払者（

所得税法第 203 条の６第１項に規定する申告書の提出の際に経

由すべき同項に規定する公的年金等（以下この項において「公

的年金等」という。）の支払者をいう。以下この条において同

じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日まで

に、法第 317 条の３の３第１項の規定に基づく総務省令で定め

るところにより、同条第２項各号に掲げる事項を記載した申告

書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

 第34条の４第２項中「第 317 条の３の３第２項」を「第 317 条

の３の３第３項」に改め、同条第４項中「第 317 条の３の３第４

項」を「第 317 条の３の３第５項」に改める。 
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 第43条中「、土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあ

っては 200,000 円」を削り、「 1,500,000 円」を「 1,800,000 円

」に改める。 

附則第９条第１項中「第14項、第25項、第28項並びに第32項」

を「第13項、第24項、第27項並びに第31項」に改め、同条第４項

中「附則第15条第14項」を「附則第15条第13項」に改め、同条第

５項中「附則第15条第25項」を「附則第15条第24項」に、「２分

の１」を「３分の１」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、

同条第６項中「附則第15条第25項」を「附則第15条第24項」に、

「14分の11」を「２分の１」に、「７分の６」を「５分の３」に

改め、同条第７項中「附則第15条第25項」を「附則第15条第24項

」に、「12分の７」を「２分の１」に、「４分の３」を「３分の

２」に改め、同条第８項中「附則第15条第25項」を「附則第15条

第24項」に、「３分の１」を「12分の７」に、「２分の１」を「

４分の３」に改め、同条第９項中「附則第15条第28項」を「附則

第15条第27項」に改め、同条第10項中「附則第15条第32項」を「

附則第15条第31項」に改め、同条第11項中「附則第15条第40項」

を「附則第15条第39項」に改める。 

附則第９条の６を削る。 

 附則第12条第２項中「令和８年度」を「令和11年度」に改める

。 

 附則第13条の２の２の次に次の１条を加える。 

 （特定暗号資産に係る個人の市民税に関する特例） 

 第13条の２の２の２ 当分の間、租税特別措置法第38条の２第１   

  項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得に係る個人の市民 
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  税については、法附則第35条の３の６の規定を適用する。 

 附則第13条の３の３を次のように改める。 

 第13条の３の３ 削除 

 附則第13条の３の４の見出し中「新築認定低炭素住宅等」を「

新築された高断熱住宅」に改め、同条第１項中「令和４年４月１

日から令和８年３月31日まで」を「令和８年４月１日から令和13

年３月31日まで」に改め、「都市の低炭素化の促進に関する法律

（平成24年法律第84号）第２条第３項に規定する低炭素建築物若

しくは同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第

９条第１項に規定する特定建築物であること又は」を削り、「等

級５以上の基準（同告示第５の５の５―１(3)ハの結露の発生を防

止する対策に関する基準を除く。）及び同告示第５の５の５―２

(3)の等級６以上の基準若しくは建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律（平成27年法律第53号）第30条第１項第１号に

規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準」を「等級６以上の

基準」に、「認定低炭素住宅等」を「高断熱住宅」に、「で法附

則第15条の６第１項」を「で同項」に改め、「前条第１項におい

て読み替えて準用する法附則第15条の７第１項若しくは第２項又

は」を削り、「に対して新たに都市計画税が課されることとなっ

た」を「が新築された日の属する年の翌年の１月１日（当該新築

された日が１月１日である場合には、同日。同項において同じ。

）を賦課期日とする」に改め、同条第２項中「令和４年４月１日

から令和８年３月31日まで」を「令和８年４月１日から令和13年

３月31日まで」に、「認定低炭素住宅等」を「高断熱住宅」に改

め、「、前条第１項において読み替えて準用する法附則第15条の
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７第１項又は第２項の規定の適用がある場合を除き」を削り、「

に対して新たに都市計画税が課されることとなった」を「が新築

された日の属する年の翌年の１月１日を賦課期日とする」に、「

法附則第15条の６第２項の」を「同条第２項の」に改め、同条第

３項及び第４項中「認定低炭素住宅等」を「高断熱住宅」に改め

る。 

 附則第13条の５第３号中「附則第12条第23項各号」を「附則第

12条第24項各号」に改める。 

 附則第13条の７第１項中「所在する住宅」の次に「（法附則第

15条の６第１項に規定する住宅（同項に規定する勧告に従わない

で新築した住宅を含む。）をいう。附則第13条の８の２第１項に

おいて同じ。）」を加え、「令和８年３月31日」を「令和13年３

月31日」に、「同条第１項に規定する」を「法附則第15条の９第

１項に規定する」に、「、同条第１項」を「、同項」に、「から

附則第15条の10まで」を「、次条及び附則第15条の10」に改める

。 

 附則第13条の８第１項中「。第13条の８の３第１項」を「。附

則第13条の８の３第１項」に、「令和８年３月31日」を「令和13

年３月31日」に、「、同条第９項」を「、同項」に改める。 

 附則第13条の８の２第１項及び第13条の８の３第１項中「令和

８年３月31日」を「令和13年３月31日」に改める。 

  附則第13条の９第１項中「令和８年３月31日」を「令和11年３ 

 月31日」に改める。 

 附則第13条の10を削る。 

 附則第17条第１項中「から第４項まで」を「及び第３項」に改

110



市第４号 

 

 

 

 
め、同条第３項中「及び次項」を削り、同条第４項を削る。 

 附則第18条第１項中「から第４項まで」を「又は第３項」に改

める。 

第２条 横浜市市税条例の一部を次のように改正する。 

  附則第13条の３の４第１項及び第２項中「令和８年４月１日」 

を「令和11年４月１日」に改める。 

  附則第13条の５第３号中「附則第12条第24項各号」を「附則第

12条第26項各号」に改める。 

  附則第13条の７第１項中「同項に規定する勧告に従わないで新

築した」を「同項第１号イからホまでに掲げる区域内にある」に

改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中第34条第１項ただし書並びに第34条の４第１項、第

２項及び第４項の改正規定並びに次項の規定 令和９年１月１

日 

 (2)  第１条中第43条の改正規定及び附則第４項の規定 令和９年   

  ４月１日 

 (3)  第２条の規定及び附則第８項の規定 令和11年４月１日 

 (4)  第１条中附則第13条の２の２の次に１条を加える改正規定及

び附則第３項の規定 地方税法等の一部を改正する法律（令和

８年法律第２号）附則第１条第17号に掲げる規定の施行の日 

 （個人の市民税に関する経過措置） 
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２ 第１条の規定による改正後の横浜市市税条例（以下「新条例」

という。）第34条の４第１項の規定は、前項第１号に掲げる規定

の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和40年法律第33

号）第 203 条の６第１項に規定する公的年金等（以下「公的年金

等」という。）について提出する新条例第34条の４第１項に規定

する申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金

等について提出した第１条の規定による改正前の横浜市市税条例

（第５項から第７項までにおいて「旧条例」という。）第34条の

４第１項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

３ 新条例附則第13条の２の２の２の規定は、附則第１項第４号に

掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人

の市民税について適用する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

４ 新条例第43条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税

について適用し、令和８年度分までの固定資産税については、な

お従前の例による。 

５ 令和６年４月１日から令和８年３月31日までの間に新たに取得

された旧条例附則第９条第５項から第８項までに規定する設備に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

６ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号

）の施行の日から令和８年３月31日までの間に新築された旧条例

附則第13条の３の３第１項に規定する認定長期優良住宅に対して

課する都市計画税については、なお従前の例による。 

７ 令和４年４月１日から令和８年３月31日までの間に新築された
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旧条例附則第13条の３の４第１項に規定する認定低炭素住宅等に

対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

８ 令和８年４月１日から令和11年３月31日までの間に新築された

第２条の規定による改正前の横浜市市税条例附則第13条の３の４

第１項に規定する高断熱住宅に対して課する都市計画税について

は、なお従前の例による。 

 

   提 案 理 由 

 認定低炭素住宅等に係る都市計画税の減額措置について対象とな

る住宅の見直し及び適用期間の延長を行うとともに、地方税法の一

部改正等に伴い関係規定の整備を図る等のため、横浜市市税条例の

一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

横 浜 市 市 税 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                   （下 段  現  行）    
第 １ 条 関 係 

  （ 市 民 税 の 申 告 義 務 等 ） 

 第 34 条  第 21 条 第 １ 項 第 １ 号 の 者 は 、 ３ 月 15 日 ま で に 、 次 の 各 号 

に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 第 35 条 の ２ 第 １ 項 又 は 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 給 与 支

払 報 告 書 又 は 公 的 年 金 等 支 払 報 告 書 を 提 出 す る 義 務 が あ る 者 か

ら １ 月 １ 日 現 在 に お い て 給 与 又 は 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け て い

る 者 で 、 前 年 中 に お い て 給 与 所 得 以 外 の 所 得 又 は 公 的 年 金 等 に

係 る 所 得 以 外 の 所 得 を 有 し な か っ た も の （ 公 的 年 金 等 に 係 る 所

得 以 外 の 所 得 を 有 し な か っ た 者 で 社 会 保 険 料 控 除 額 （ 政 令 第 48

条 の ９ の ７ に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） 、 小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金

控 除 額 、 生 命 保 険 料 控 除 額 、 地 震 保 険 料 控 除 額 、 勤 労 学 生 控 除

額 、 配 偶 者 特 別 控 除 額 （ 所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 前 年 の 合 計 所 得

金 額 が 9,000,000 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） の 法 第 314 条 の ２

第 １ 項 第 10 号 の ２ に 規 定 す る 自 己 と 生 計 を 一 に す る 配 偶 者 （ 前

年 の 合 計 所 得 金 額 が 950,000 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） で 控 除

対 象 配 偶 者 に 該 当 し な い も の に 係 る も の を 除 く 。 ） 、 法 第 314

条 の ２ 第 ４ 項 に 規 定 す る 扶 養 控 除 額 若 し く は 特 定 親 族 特 別 控 除 

                         い い 、     
額 （ 特 定 親 族 （ 同 条 第 １ 項 第 12 号 に 規 定 す る 特 定 親 族 を 
                         い う 。    

                   
                  前 年 の 合 計 所 得 金 額 が 85  
 第 34 条 の ４ 第 １ 項 に お い て 同 じ 。 ） （ 

0,000 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） に 係 る も の を 除 く 。 ） の 控 除

又 は こ れ ら と 併 せ て 雑 損 控 除 額 若 し く は 医 療 費 控 除 額 の 控 除 、
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法 第 313 条 第 ８ 項 に 規 定 す る 純 損 失 の 金 額 の 控 除 、 同 条 第 ９ 項

に 規 定 す る 純 損 失 若 し く は 雑 損 失 の 金 額 の 控 除 若 し く は 法 第 31  

7 条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 寄 附 金 税 額 控 除 額 （ 以 下 こ

の 条 に お い て 「 寄 附 金 税 額 控 除 額 」 と い う 。 ） の 控 除 を 受 け よ

う と す る も の を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 給 与 所 得 以 外 の 所

得 を 有 し な か っ た 者 等 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 こ の 限 り で な

い 。 

  （ 第 １ 号 か ら 第 ８ 号 ま で 及 び 第 ２ 項 か ら 第 ９ 項 ま で 省 略 ） 

  （ 個 人 の 市 民 税 に 係 る 公 的 年 金 等 受 給 者 の 扶 養 親 族 等 申 告 書 ） 

     法 第 317 条 の ３ の ３ 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 者 （ 以 下 こ 
 第 34 条 の ４ 
       所 得 税 法 第 203 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 

の 条 に お い て 「 公 的 年 金 等 受 給 者 」 と い う 。 ） は 、 公 的 年 金 等 
定 す る 申 告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 者 又 は 法 の 施 行 地 に お 

支 払 者 （ 所 得 税 法 第 203 条 の ６ 第 １ 項 に 規 定 す る 申 告 書 の 提 出 
い て 同 項 に 規 定 す る 公 的 年 金 等 （ 所 得 税 法 第 203 条 の ７ の 規 定 

の 際 に 経 由 す べ き 同 項 に 規 定 す る 公 的 年 金 等 （ 以 下 こ の 項 に お 
の 適 用 を 受 け る も の を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 公 的 年 金 等 

い て 「 公 的 年 金 等 」 と い う 。 ） の 支 払 者 を い う 。 以 下 こ の 条 に 
」 と い う 。 ） の 支 払 を 受 け る 第 21 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 者 で 

お い て 同 じ 。 ） か ら 毎 年 最 初 に 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け る 日 の 
あ っ て 、 法 第 317 条 の ３ の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 配 偶 者 又 は 

前 日 ま で に 、 法 第 317 条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 総 務 省 
扶 養 親 族 （ 年 齢 16 歳 未 満 の 者 又 は 控 除 対 象 扶 養 親 族 で あ っ て 退 

令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 同 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 
職 手 当 等 （ 法 第 328 条 に 規 定 す る 退 職 手 当 等 に 限 る 。 以 下 こ の 

し た 申 告 書 を 、 当 該 公 的 年 金 等 支 払 者 を 経 由 し て 、 市 長 に 提 出 
項 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 所 得 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） 若 し く は 

し な け れ ば な ら な い 。    等 受 給 者 」 と い う 。 ） は 、 当 該 申 
特 定 親 族 （ 退 職 手 当 等 に 係 る 所 得 を 有 す る 者 で あ っ て 、 合 計 所 

で あ る も の に 限 る 。 ） を 有 す る 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 公    
得 金 額 が 850,000 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） を 有 す る 者 （ 以 下 

等 受 給 者 」 と い う 。 ） は 、 当 該 申 告 書 の 提 出 の 際 に 経  由 す べ 
こ の 条 に お い て 「 公 的 年 金 等 受 給 者 」 と い う 。 ） は 、 当 該 申 告 

所 得 税 法 第 203 条 の ６ 第 １ 項  に 規 定 す る 公 的 年 金 等 の 支 払 者 
書 の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き 所 得 税 法 第 203 条 の ６ 第 １ 項 に 規 定 

こ の 条 に お い て  「 公 的 年 金 等 支 払 者 」 と い う 。 ） か ら 毎 年 最 
す る 公 的 年 金 等 の 支 払 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 公 的 年 金 等 支 

公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け る 日 の 前 日 ま で に 、 法  第 317 条 の ３ 
払 者 」 と い う 。 ） か ら 毎 年 最 初 に 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け る 日 

第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 総 務 省  令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 同 項 
の 前 日 ま で に 、 法 第 317 条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 総 務 
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号 に 掲 げ る 事 項  を 記 載 し た 申 告 書 を 、 当 該 公 的 年 金 等 支 払 者 
省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 

し て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら                
申 告 書 を 、 当 該 公 的 年 金 等 支 払 者 を 経 由 し て 、 市 長 に 提 出 し な 

         
け れ ば な ら な い 。 

 ２  前 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 公 的 年 金 等 支 払 者 を 経 由 し て 提 出 

す る 場 合 に お い て 、 当 該 申 告 書 に 記 載 す べ き 事 項 が そ の 年 の 前

年 に お い て 当 該 公 的 年 金 等 支 払 者 を 経 由 し て 提 出 し た 同 項 の 規

定 に よ る 申 告 書 に 記 載 し た 事 項 と 異 動 が な い と き は 、 公 的 年 金

等 受 給 者 は 、 当 該 公 的 年 金 等 支 払 者 が 所 得 税 法 第 203 条 の ６ 第

２ 項 に 規 定 す る 国 税 庁 長 官 の 承 認 を 受 け て い る 場 合 に 限 り 、 法 

 第 317 条 の ３ の ３ 第 ３ 項 
            の 規 定 に 基 づ く 総 務 省 令 で 定 め る と こ 
 第 317 条 の ３ の ３ 第 ２ 項 

 ろ に よ り 、 前 項 の 規 定 に よ り 記 載 す べ き 事 項 に 代 え て 当 該 異 動 

が な い 旨 を 記 載 し た 同 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 提 出 す る こ と が

で き る 。 

（ 第 ３ 項 省 略 ） 

 ４  公 的 年 金 等 受 給 者 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 の 提 出 の 際 

に 経 由 す べ き 公 的 年 金 等 支 払 者 が 電 磁 的 方 法 に よ る 当 該 申 告 書

に 記 載 す べ き 事 項 の 提 供 を 適 正 に 受 け る こ と が で き る 措 置 を 講 

           第 317 条 の ３ の ３ 第 ５ 項 
じ て い る こ と そ の 他 の 法            の 規 定 に 基 づ 

                         第 317 条 の ３ の ３ 第 ４ 項 

く 政 令 で 定 め る 要 件 を 満 た す 場 合 に は 、 同 項 の 規 定 に 基 づ く 総

務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 申 告 書 の 提 出 に 代 え て 、 当

該 公 的 年 金 等 支 払 者 に 対 し 、 当 該 申 告 書 に 記 載 す べ き 事 項 を 電

磁 的 方 法 に よ り 提 供 す る こ と が で き る 。 

（ 第 ５ 項 省 略 ） 

  （ 固 定 資 産 税 の 免 税 点 ） 

 第 43 条  同 一 区 内 に 、 所 有 す る 土 地 、 家 屋 又 は 償 却 資 産 に 対 し て 

116



市第４号 

 

 

 

 

                                                          又 は 家 屋 
  課 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 額 が 、 土 地     に 

                           

                                 
  あ っ て は 300,000 円             、 償 却 資 産 に あ っ 

         、 家 屋 に あ っ て は 200,000 円            

    1,800,000 円 
て は      に 満 た な い 者 に 対 し て は 、 そ の 土 地 、 家 屋 又 は 

    1,500,000 円 

  償 却 資 産 に 対 す る 固 定 資 産 税 を 課 さ な い 。 

    附  則 

  （ 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 の 特 例 ） 

                        第 13 項 、 第 24    
 第 ９ 条  法 附 則 第 15 条 （ 第 ２ 項 第 １ 号 及 び 第 ５ 号 、     
                        第 14 項 、 第 25  

  項 、 第 27 項 並 び に 第 31 項 
   を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 

  項 、 第 28 項 並 び に 第 32 項 

、 第 15 条 の ２ 、 第 15 条 の ３ 又 は 第 63 条 第 １ 項 に 規 定 す る 固 定 資

産 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 は 、 第

45 条 か ら 第 47 条 ま で 又 は 第 130 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

そ れ ぞ れ 法 附 則 第 15 条 か ら 第 15 条 の ３ ま で 又 は 第 63 条 第 １ 項 の

規 定 に 規 定 す る 額 と す る 。 

（ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

    附 則 第 15 条 第 13 項 
 ４  法         に 規 定 す る 家 屋 及 び 償 却 資 産 に 対 し て 課 
    附 則 第 15 条 第 14 項 

  す る 固 定 資 産 税 又 は 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 は 、 第 45 条 、 第 46 条 

                     附 則 第 15 条 第 13 項 
  又 は 第 130 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法          

                     附 則 第 15 条 第 14 項 

に 規 定 す る 年 度 分 の 固 定 資 産 税 又 は 都 市 計 画 税 に 限 り 、 当 該 家

屋 及 び 償 却 資 産 に 係 る 固 定 資 産 税 又 は 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 と

な る べ き 価 格 に ２ 分 の １ （ 当 該 償 却 資 産 が 法 第 389 条 の 規 定 の

適 用 を 受 け る 場 合 に あ っ て は 、 ５ 分 の ３ ） を 乗 じ て 得 た 額 と す

る 。 た だ し 、 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 家 屋 及 び 償 却 資 産 に あ っ

て は 、 当 該 家 屋 及 び 償 却 資 産 に 係 る 固 定 資 産 税 又 は 都 市 計 画 税

の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に ５ 分 の ２ （ 当 該 償 却 資 産 が 法 第 38  

9 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に あ っ て は 、 ２ 分 の １ ） を 乗 じ
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て 得 た 額 と す る 。 

    附 則 第 15 条 第 24 項 
 ５  法         に 規 定 す る 設 備 （ 同 項 第 １ 号 に 掲 げ る も 
       附 則 第 15 条 第 25 項 

  の に 限 る 。 ） に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 は 、 第 46 条   

  の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に 限 

                            ３ 
  り 、 当 該 設 備 に 係 る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に      

                            ２ 

 分 の １ 
    （ 当 該 設 備 が 法 第 389 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に あ 

分 の １                              

      ２ 分 の １ 
っ て は 、     ） を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

      ３ 分 の ２ 

    附 則 第 15 条 第 24 項 
 ６  法         に 規 定 す る 設 備 （ 同 項 第 ２ 号 に 掲 げ る も 
    附 則 第 15 条 第 25 項 

  の に 限 る 。 ） に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 は 、 第 46 条   

  の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に 限 

                            ２ 
  り 、 当 該 設 備 に 係 る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に      

                            14  

 分 の １                             
     （ 当 該 設 備 が 法 第 389 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に あ 

 分 の 11                             

      ５ 分 の ３ 
っ て は 、     ） を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

      ７ 分 の ６ 

    附 則 第 15 条 第 24 項 
 ７  法         に 規 定 す る 設 備 （ 同 項 第 ３ 号 に 掲 げ る も 
    附 則 第 15 条 第 25 項 

  の に 限 る 。 ） に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 は 、 第 46 条   

  の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に 限 

                            ２ 
  り 、 当 該 設 備 に 係 る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に      

                            12  

分 の １                             
（ 当 該 設 備 が 法 第 389 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に あ 

分 の ７                             

      ３ 分 の ２ 
っ て は 、     ） を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

      ４ 分 の ３ 

    附 則 第 15 条 第 24 項 
 ８  法         に 規 定 す る 設 備 （ 同 項 第 ４ 号 に 掲 げ る も 
    附 則 第 15 条 第 25 項 

  の に 限 る 。 ） に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 は 、 第 46 条    

  の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に 限 

                            12  
  り 、 当 該 設 備 に 係 る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に      

                            ３ 

分 の ７                             
（ 当 該 設 備 が 法 第 389 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に あ 

分 の １ 

      ４ 分 の ３   
  っ て は 、     ） を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 
      ２ 分 の １ 
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   附 則 第 15 条 第 27 項 
 ９  法         に 規 定 す る 設 備 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 
    附 則 第 15 条 第 28 項 

 税 の 課 税 標 準 は 、 第 46 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る   

 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に 限 り 、 当 該 設 備 に 係 る 固 定 資 産 税 の 課 税 

 標 準 と な る べ き 価 格 に ３ 分 の ２ を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

   附 則 第 15 条 第 31 項 
 10  法         に 規 定 す る 土 地 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 
    附 則 第 15 条 第 32 項 

  税 又 は 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 は 、 第 45 条 又 は 第 130 条 第 １ 項 の 

          附 則 第 15 条 第 31 項 
  規 定 に か か わ ら ず 、 法         に 規 定 す る 年 度 分 の 固 

          附 則 第 15 条 第 32 項 

 定 資 産 税 又 は 都 市 計 画 税 に 限 り 、 当 該 土 地 に 係 る 固 定 資 産 税 又   

 は 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 に ２ 分 の １ を 乗 じ て 得 

 た 額 と す る 。 

    附 則 第 15 条 第 39 項 
 11  法         に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 ６ 分 の 
    附 則 第 15 条 第 40 項 

  １ と す る 。 

  （ 旧 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 す る 寄 附 金 の 特 例 ） 
  （ 旧 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 す る 寄 附 金 の 特 例 ） 

                                
 第 ９ 条 の ６  特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 

                                   
  23 年 法 律 第 70 号 ） 附 則 第 10 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ り み な し て 適 用 

                                   
  す る 場 合 に お け る 旧 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 （ 同 条 第 ４ 項 に 規 

                                
  定 す る 旧 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 を い う 。 ） に 対 す る 同 法 附 則 

                                   
  第 ９ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 租 税 特 別 措 置 法 第 41 条 の 18 の ２ 第   

                                
  ２ 項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 に 関 す る 寄 附 金 に つ い て は 、 第 

                                   
  29 条 の ４ の ３ 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 に 関 す る 

                                   
  寄 附 金 と み な し て 、 同 項 の 規 定 を 適 用 す る 。 

  （ 長 期 譲 渡 所 得 に 係 る 個 人 の 市 民 税 に 関 す る 特 例 ） 

 第 12 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

          令 和 11 年 度 
 ２  昭 和 63 年 度 か ら      ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に 

 令 和 ８ 年 度 

 限 り 、 前 項 に 規 定 す る 譲 渡 所 得 の う ち 、 租 税 特 別 措 置 法 第 31 条   
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 の ２ 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 譲 渡 所 得 に 係 る 個 人 の 市 民 税 に   

 つ い て は 、 法 附 則 第 34 条 の ２ の 規 定 を 適 用 す る 。 

 （ 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 個 人 の 市 民 税 に 関 す る 特 例 ）   
 

 第 13 条 の ２ の ２ の ２  当 分 の 間 、 租 税 特 別 措 置 法 第 38 条 の ２ 第 １ 
 

  項 に 規 定 す る 事 業 所 得 、 譲 渡 所 得 又 は 雑 所 得 に 係 る 個 人 の 市 民 
 

  税 に つ い て は 、 法 附 則 第 35 条 の ３ の ６ の 規 定 を 適 用 す る 。 
 

                               
  （ 新 築 認 定 長 期 優 良 住 宅 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 

         削 除                         
 第 13 条 の ３ の ３ 
         法 附 則 第 15 条 の ７ の 規 定 は 、 長 期 優 良 住 宅 の 普      

                               
 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 の 施 行 の 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 ま で の 

                               
 間 に 新 築 さ れ た 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 認 定 長 期 優 良 住 宅 で あ る 

                               
 住 宅 （ 法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項 に 規 定 す る 住 宅 （ 同 項 に 規 定 す 

                               
 る 勧 告 に 従 わ な い で 新 築 し た 住 宅 を 含 む 。 ） を い う 。 附 則 第 13  

                                  
 条 の ７ 第 １ 項 及 び 附 則 第 13 条 の ８ の ２ 第 １ 項 に お い て 同 じ 。 ）   

                               
 で 法 附 則 第 15 条 の ７ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る も の に 

                                 
 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 

                              
 、 同 項 中 「 こ の 条 及 び 附 則 第 15 条 の ９ の ２ 」 と あ る の は 「 横 浜 

                                  
 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 13 条 の ３ の ３ 第 １ 

                                
 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 条 」 と 、 「 次 項 又 は 次 条 」 

                               
 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ３ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え 

                               
 て 準 用 す る 次 項 」 と 、 「 こ の 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お 

                                  
 い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 政 令 で 定 め る と こ ろ 」 

                               
 と あ る の は 「 こ の 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 

                                  
 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 次 条 第 １ 項 、 

                                  
 第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 を 除 き 、 当 該 住 宅 」 

                               
 と あ る の は 「 当 該 住 宅 」 と 、 「 住 宅 に あ っ て は こ の 項 」 と あ る 
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 の は 「 住 宅 に あ っ て は 条 例 附 則 第 13 条 の ３ の ３ 第 １ 項 に お い て 

                               
 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 政 令 で 定 め る と こ ろ 」 と あ 

                               
 る の は 「 こ の 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ 

                               
 て 規 則 で 定 め る と こ ろ 」 と 、 「 ） に あ っ て は こ の 項 」 と あ る の 

                               
 は 「 ） に あ っ て は 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 

                               
 項 」 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「 前 ２ 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 

                               
 の ３ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 ２ 項 」 と 、 同 条 

                                  
 第 ４ 項 中 「 は 、 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 は 、 条 例 附 則 

                               
 第 13 条 の ３ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 又 は 

                                  
 第 ２ 項 」 と 、 「 は 、 前 項 」 と あ る の は 「 は 、 同 条 第 １ 項 に お い 

                               
 て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 か ら 、 前 項 」 と あ る の は 「    

                              
 か ら 、 条 例 附 則 第 13 条 の ３ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 

                                
す る 前 項 」 と 、 「 総 務 省 令 」 と あ る の は 「 こ の 項 の 規 定 に 基 づ 

                                 
く 総 務 省 令 」 と 、 「 が 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 が 条 例 

                              
附 則 第 13 条 の ３ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 

                                 
又 は 第 ２ 項 」 と 、 「 か か わ ら ず 、 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 と あ る の 

                                 
は 「 か か わ ら ず 、 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 

                              
項 又 は 第 ２ 項 」 と 、 同 条 第 ５ 項 中 「 第 ３ 項 」 と あ る の は 「 条 例 

                              
附 則 第 13 条 の ３ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 ３ 項 

                              
」 と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 

                              
用 す る 第 ３ 項 」 と 、 「 第 １ 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い 

                                 
て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

                               
 ２  前 条 の 規 定 は 、 前 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 附 則 第 15  

                              
条 の ７ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 都 市 計 画 税 の 減 額 を 受 け 

                               
よ う と す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 前 条 第 
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１ 項 中 「 同 項 又 は 同 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 次 条 第 １ 項 に お い 

                               
て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 附 則 第 15 条 の ７ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 と 

                               
、 同 条 第 ２ 項 中 「 法 附 則 第 15 条 の ７ 第 ４ 項 」 と あ る の は 「 次 条 

                               
第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 附 則 第 15 条 の ７ 第 ４ 項 」 

              
と 読 み 替 え る も の と す る 。 

   新 築 さ れ た 高 断 熱 住 宅 
  （             に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 

   新 築 認 定 低 炭 素 住 宅 等   

        令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 13 年 ３ 月 31 日 ま で 
 第 13 条 の ３ の ４                      の 
         令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 ま で 

 間 に 新 築 さ れ た 住 宅 （ 法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項 に 規 定 す る 住 宅 

                              
  を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の う ち 、 

                      都 市 の 低 炭 素 化 

                                
  の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 24 年 法 律 第 84 号 ） 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 

                                
  定 す る 低 炭 素 建 築 物 若 し く は 同 法 第 16 条 の 規 定 に よ り 低 炭 素 建 

                               
  築 物 と み な さ れ る 同 法 第 ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 建 築 物 で あ 

        
       評 価 方 法 基 準 （ 平 成 13 年 国 土 交 通 省 告 示 第 1347 号 ） 
  る こ と 又 は 

            等 級 ６ 以 上 の 基 準            
  第 ５ の ５ の ５ ― １ (3) の   

          等 級 ５ 以 上 の 基 準 （ 同 告 示 第 ５ の ５ の ５ 

                                
  ― １ (3) ハ の 結 露 の 発 生 を 防 止 す る 対 策 に 関 す る 基 準 を 除 く 。 ） 

                                
  及 び 同 告 示 第 ５ の ５ の ５ ― ２ (3) の 等 級 ６ 以 上 の 基 準 若 し く は 建 

                                
  築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 27 年 法 

                                   
  律 第 53 号 ） 第 30 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 

          
         に 適 合 す る こ と に つ き 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ 
  費 性 能 誘 導 基 準 

                     高 断 熱 住 宅     
  り 証 明 さ れ た も の （ 以 下 こ の 条 に お い て 「         」 

              認 定 低 炭 素 住 宅 等 

       で 同 項           
と い う 。 ）             の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 

       で 法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項 

め る も の に 該 当 す る も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て は 

                               
  、 

 前 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 附 則 第 15 条 の ７ 第 

              
             次 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 を 除 き 、 
  １ 項 若 し く は 第 ２ 項 又 は 

      が 新 築 さ れ た 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の １ 月 １ 日 （ 当 該 新 
  当 該 住 宅 
      に 対 し て 新 た に 都 市 計 画 税 が 課 さ れ る こ と と な っ た 
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  築 さ れ た 日 が １ 月 １ 日 で あ る 場 合 に は 、 同 日 。 同 項 に お い て 同 
 

  じ 。 ） を 賦 課 期 日 と す る 
             年 度 か ら ３ 年 度 分 の 都 市 計 画 税 に 限 り 

 

、 当 該 住 宅 に 係 る 都 市 計 画 税 額 （ 区 分 所 有 に 係 る 住 宅 に あ っ て

は こ の 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 部 分 に 係 る 税 額 と し て 各 区 分 所

有 者 ご と に 法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め

る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 の

合 算 額 と し 、 区 分 所 有 に 係 る 住 宅 以 外 の 住 宅 （ 人 の 居 住 の 用 に

供 す る 部 分 以 外 の 部 分 を 有 す る 住 宅 そ の 他 の 同 項 の 規 定 に 基 づ

く 政 令 で 定 め る 住 宅 に 該 当 す る も の に 限 る 。 ） に あ っ て は こ の

項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 部 分 に 係 る 税 額 と し て 同 条 第 １ 項 の 規

定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ

ろ に よ り 算 定 し た 額 と す る 。 ） の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額 を 当 該

住 宅 に 係 る 都 市 計 画 税 額 か ら 減 額 す る も の と す る 。 

   令 和 ８ 年 ４ 月 1 日 か ら 令 和 13 年 ３ 月 31 日 ま で 
 ２                      の 間 に 新 築 さ れ 
   令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 ま で 

   高 断 熱 住 宅     
た            の う ち 中 高 層 耐 火 建 築 物 （ 法 附 則 第 15 条 の 

   認 定 低 炭 素 住 宅 等 

  ６ 第 ２ 項 に 規 定 す る 中 高 層 耐 火 建 築 物 を い う 。 ） で あ る 住 宅 で

同 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る も の に 該 当 す る も の に 対 し て 

                               
課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て は 

    、 前 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 

                                
  準 用 す る 法 附 則 第 15 条 の ７ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 の 適 用 が あ 

             が 新 築 さ れ た 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の １ 
        、 当 該 住 宅 
  る 場 合 を 除 き      に 対 し て 新 た に 都 市 計 画 税 が 課 さ れ る 

  月 １ 日 を 賦 課 期 日 と す る     
            年 度 か ら ５ 年 度 分 の 都 市 計 画 税 に 限 り   

こ と と な っ た 

、 当 該 住 宅 に 係 る 都 市 計 画 税 額 （ 区 分 所 有 に 係 る 住 宅 に あ っ て

は こ の 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 部 分 に 係 る 税 額 と し て 各 区 分 所 

     同 条 第 ２ 項 の        
有 者 ご と に             規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め 

法 附 則 第 15 条 の ６ 第 ２ 項 の 

る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 の
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合 算 額 と し 、 区 分 所 有 に 係 る 住 宅 以 外 の 住 宅 （ 人 の 居 住 の 用 に

供 す る 部 分 以 外 の 部 分 を 有 す る 住 宅 そ の 他 の 同 項 の 規 定 に 基 づ

く 政 令 で 定 め る 住 宅 に 該 当 す る も の に 限 る 。 ） に あ っ て は こ の

項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 部 分 に 係 る 税 額 と し て 同 条 第 ２ 項 の 規

定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ

ろ に よ り 算 定 し た 額 と す る 。 ） の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額 を 当 該

住 宅 に 係 る 都 市 計 画 税 額 か ら 減 額 す る も の と す る 。 

          高 断 熱 住 宅             高 断 
 ３  前 ２ 項 の 規 定 は 、         の 所 有 者 か ら 、 当 該 
           認 定 低 炭 素 住 宅 等          認 定 

  熱 住 宅               高 断 熱 住 宅     
      が 新 築 さ れ た 日 か ら 当 該         に 対 し 

  低 炭 素 住 宅 等            認 定 低 炭 素 住 宅 等 

 て 新 た に 都 市 計 画 税 が 課 さ れ る こ と と な る 年 度 の 初 日 の 属 す る 

 年 の １ 月 31 日 ま で の 間 に 、 規 則 で 定 め る 書 類 を 添 付 し て 、 当 該 

 高 断 熱 住 宅     
         に つ き こ れ ら の 規 定 の 適 用 が あ る べ き 旨 の 申 

認 定 低 炭 素 住 宅 等 

告 書 の 提 出 が さ れ た 場 合 に 限 り 、 適 用 す る も の と す る 。 

 ４  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 期 間 の 経 過 後 に 同 項 の 申 告 書 の 提 出 

 が さ れ た 場 合 に お い て 、 当 該 期 間 内 に 当 該 申 告 書 の 提 出 が さ れ    

 な か っ た こ と に つ い て や む を 得 な い 理 由 が あ る と 認 め る と き は   

          高 断 熱 住 宅     
 、 当 該 申 告 書 に 係 る         に つ き 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 
          認 定 低 炭 素 住 宅 等 

  の 規 定 を 適 用 す る こ と が で き る 。 

  （ 高 齢 者 等 居 住 改 修 住 宅 等 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 減 額 に 

関 す る 申 告 ） 

 第 13 条 の ５  法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ４ 項 に 規 定 す る 高 齢 者 等 居 住 改 

修 住 宅 又 は 同 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 高 齢 者 等 居 住 改 修 専 有 部 分 に

つ い て 、 こ れ ら の 規 定 に よ る 固 定 資 産 税 の 減 額 を 受 け よ う と す

る 納 税 義 務 者 は 、 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 居 住 安 全 改 修 工 事 （ 以

下 こ の 条 に お い て 「 居 住 安 全 改 修 工 事 」 と い う 。 ） が 完 了 し た
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日 か ら ３ 月 以 内 に 、 同 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 総 務 省 令 で 定 め る 書

類 を 添 付 し て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 に よ り 市 長 に

申 告 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

    附 則 第 12 条 第 24 項 各 号 
(3)  政 令           に 掲 げ る 者 に 該 当 す る 者 の 氏 名 
    附 則 第 12 条 第 23 項 各 号 

及 び 当 該 者 が 当 該 各 号 の い ず れ に 該 当 す る か の 別 

（ 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で 省 略 ） 

  （ 耐 震 基 準 適 合 住 宅 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 

 第 13 条 の ７  法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 は 、 

                  （ 法 附 則 第 15 条 の ６ 第 
  昭 和 57 年 １ 月 １ 日 以 前 か ら 所 在 す る 住 宅 

 

  １ 項 に 規 定 す る 住 宅 （ 同 項 に 規 定 す る 勧 告 に 従 わ な い で 新 築 し 
 

  た 住 宅 を 含 む 。 ） を い う 。 附 則 第 13 条 の ８ の ２ 第 １ 項 に お い て 
 

  同 じ 。 ）              令 和 13 年 ３ 月 31 日 
の う ち 平 成 24 年 １ 月 ２ 日 か ら         ま で の 

                 令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 

         法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項 に 規 定 す る 
間 に 耐 震 改 修 （                 耐 震 改 修 を 
       同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 

  い う 。 ） が 行 わ れ た も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て 準 

              、 同 項         、 次 条 及 び 
用 す る 。 こ の 場 合 に お い て       中 「 こ の 条 
            、 同 条 第 １ 項      か ら 附 則 第 

附 則 第 15 条 の 10  
         」 と あ る の は 「 横 浜 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 

15 条 の 10 ま で 

と い う 。 ） 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

こ の 項 及 び 次 項 」 と 、 「 基 準 （ 同 条 第 １ 項 に お い て 「 耐 震 基 準

」 と い う 。 ） 」 と あ る の は 「 基 準 」 と 、 「 こ の 項 か ら 」 と あ る

の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 か ら 」 と

、 「 次 条 第 １ 項 、 第 ４ 項 又 は 第 ５ 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第

13 条 の ８ の ２ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 次 条 第 １ 項 又

は 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

次 条 第 ４ 項 若 し く は 第 ５ 項 」 と 、 「 平 成 18 年 １ 月 １ 日 か ら 平 成
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21 年 12 月 31 日 ま で の 間 に 完 了 し た 場 合 に は 当 該 耐 震 改 修 が 完 了

し た 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の １ 月 １ 日 （ 当 該 耐 震 改 修 が 完 了 し た

日 が １ 月 １ 日 で あ る 場 合 に は 、 同 日 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ

。 ） を 賦 課 期 日 と す る 年 度 か ら ３ 年 度 分 、 当 該 耐 震 改 修 が 平 成

22 年 １ 月 １ 日 か ら 平 成 24 年 12 月 31 日 ま で の 間 に 完 了 し た 場 合 に

は 当 該 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の １ 月 １ 日 を 賦

課 期 日 と す る 年 度 」 と あ る の は 「 平 成 24 年 １ 月 ２ 日 か ら 同 年 12

月 31 日 ま で の 間 に 完 了 し た 場 合 に は 平 成 25 年 度 」 と 、 「 を 賦 課

期 日 と す る 年 度 分 」 と あ る の は 「 （ 当 該 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日

が １ 月 １ 日 で あ る 場 合 に は 、 同 日 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。

） を 賦 課 期 日 と す る 年 度 分 」 と 、 「 耐 震 基 準 適 合 住 宅 （ 区 分 所

有 に 係 る 家 屋 で あ る 耐 震 基 準 適 合 住 宅 を い う 。 以 下 こ の 項 に お

い て 同 じ 。 ） に あ っ て は こ の 項 の 」 と あ る の は 「 耐 震 基 準 適 合

住 宅 に あ っ て は 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て

準 用 す る こ の 項 の 」 と 、 「 政 令 で 定 め る と こ ろ 」 と あ る の は 「

こ の 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で

定 め る と こ ろ 」 と 、 「 限 る 。 ） に あ っ て は こ の 項 の 」 と あ る の

は 「 限 る 。 ） に あ っ て は 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す

る こ の 項 の 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 前 項 」 と あ り 、 及 び 「 同 項 」

と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準

用 す る 前 項 」 と 、 「 当 該 市 町 村 の 条 例 で 」 と あ る の は 「 同 条 第

２ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 条 例 附 則 第 13 条 の ４ に 」 と 、

同 条 第 ３ 項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項

に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「

同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 第 １ 項 」
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と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 」

と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 第 ２ 項 省 略 ） 

  （ 熱 損 失 防 止 改 修 等 住 宅 等 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 

 第 13 条 の ８  法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ９ 項 か ら 第 12 項 ま で の 規 定 は 、 

平 成 26 年 ４ 月 １ 日 以 前 か ら 所 在 す る 住 宅 等 （ 同 条 第 ９ 項 に 規 定

す る 住 宅 及 び 同 条 第 10 項 に 規 定 す る 区 分 所 有 に 係 る 家 屋 の 専 有 

                       。 附 則 第 13      
部 分 で 同 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る も の を い う 

。 第 13 条 の 

条 の ８ の ３ 第 １ 項 
に お い て 同 じ 。 ） の う ち 、 特 定 居 住 用 部 分 （ 

８ の ３ 第 １ 項 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ４ 項 に 規 定 す る 特 定 居 住 用 部 分 を い う 。 ）   

              令 和 13 年 ３ 月 31 日 
に お い て 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら         ま で の 間 に 熱 

                令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 

損 失 防 止 改 修 工 事 等 （ 同 条 第 ９ 項 に 規 定 す る 熱 損 失 防 止 改 修 工

事 等 を い う 。 ） が 行 わ れ た も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ 

               、 同 項     
い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て       中 「 こ の 項 か ら 

、 同 条 第 ９ 項 

第 11 項 ま で 及 び 次 条 第 ４ 項 か ら 第 ６ 項 ま で 」 と あ る の は 「 横 浜

市 市 税 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 13 条 の ８ 第 １ 項 に

お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 か ら 第 11 項 ま で 」 と 、 「 こ の

項 、 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ

の 項 、 」 と 、 「 第 １ 項 又 は 次 条 第 １ 項 若 し く は 第 ４ 項 」 と あ る

の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

第 １ 項 又 は 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ２ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て

準 用 す る 次 条 第 １ 項 若 し く は 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に

お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 次 条 第 ４ 項 」 と 、 「 既 に こ の 項 」 と

あ る の は 「 既 に 条 例 附 則 第 13 条 の ８ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て

準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 次 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い
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て 読 み 替 え て 準 用 す る 次 項 」 と 、 「 第 ４ 項 の 規 定 の 適 用 が あ る

場 合 に は 同 項 の 規 定 を 適 用 す る 前 の 額 と し 、 特 定 居 住 用 部 分 」

と あ る の は 「 特 定 居 住 用 部 分 」 と 、 「 あ っ て は こ の 項 」 と あ る

の は 「 あ っ て は 、 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の

項 」 と 、 「 政 令 で 定 め る と こ ろ 」 と あ る の は 「 こ の 項 の 規 定 に

基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ 」

と 、 同 条 第 10 項 中 「 こ の 条 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８

第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 条 」 と 、 「 第 １ 項 、 次

条 第 １ 項 若 し く は 第 ５ 項 若 し く は 附 則 第 15 条 の ９ の ３ 第 １ 項 」

と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準

用 す る 第 １ 項 又 は 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ２ 第 １ 項 に お い て 読 み

替 え て 準 用 す る 次 条 第 １ 項 若 し く は 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ３ 第

１ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 次 条 第 ５ 項 」 と 、 「 既 に こ の

項 」 と あ る の は 「 既 に 条 例 附 則 第 13 条 の ８ 第 １ 項 に お い て 読 み

替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 第 352 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 と

あ り 、 及 び 「 同 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 702 条 の

８ 第 １ 項 に お い て そ の 例 に よ る も の と さ れ る 第 352 条 第 １ 項 又

は 第 ２ 項 」 と 、 「 第 ５ 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 同 項 の 規

定 を 適 用 す る 前 の 額 と し 、 特 定 居 住 用 部 分 」 と あ る の は 「 特 定

居 住 用 部 分 」 と 、 「 あ っ て は こ の 項 」 と あ る の は 「 あ っ て は 、

条 例 附 則 第 13 条 の ８ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項

」 と 、 「 政 令 で 定 め る と こ ろ 」 と あ る の は 「 こ の 項 の 規 定 に 基

づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ 」 と

、 同 条 第 11 項 中 「 前 ２ 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ 第

１ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 ２ 項 」 と 、 同 条 第 12 項 中 「
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前 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ 第 １ 項 に お い て 読 み 替

え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お

い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 第 ９ 項 」 と あ る の は 「 同

条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 ９ 項 」 と 読 み 替 え る も

の と す る 。 

（ 第 ２ 項 省 略 ） 

  （ 特 定 耐 震 基 準 適 合 住 宅 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 

 第 13 条 の ８ の ２  法 附 則 第 15 条 の ９ の ２ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 

  規 定 は 、 昭 和 57 年 １ 月 １ 日 以 前 か ら 所 在 す る 住 宅 の う ち 、 平 成 

          令 和 13 年 ３ 月 31 日 
  29 年 ４ 月 １ 日 か ら         ま で の 間 に 特 定 耐 震 基 準 適 
          令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 

合 住 宅 （ 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 耐 震 基 準 適 合 住 宅 を い う 。 

） と な っ た も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て 準 用 す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 同 項 中 「 こ の 項 か ら 第 ５ 項 ま で 」 と あ る の

は 「 横 浜 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 13 条 の ８

の ２ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 か ら 第 ３ 項 ま で 

」 と 、 「 こ の 項 か ら 第 ３ 項 ま で 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お

い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 か ら 第 ３ 項 ま で 」 と 、 「 既 に こ

の 項 」 と あ る の は 「 既 に 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す

る こ の 項 」 と 、 「 以 下 こ の 項 に お い て 」 と あ る の は 「 以 下 同 条

第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 に お い て 」 と 、 「 あ

っ て は こ の 項 」 と あ る の は 「 あ っ て は 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み

替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 前 項 」 と あ る の は

「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ２ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

前 項 」 と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え

て 準 用 す る 前 項 」 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 条 例

129



市第４号 

附 則 第 13 条 の ８ の ２ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」

と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用

す る 前 項 」 と 、 「 第 １ 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読

み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 第 ２ 項 省 略 ） 

  （ 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 等 住 宅 等 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減

額 ） 

 第 13 条 の ８ の ３  法 附 則 第 15 条 の ９ の ２ 第 ４ 項 か ら 第 ７ 項 ま で の 

  規 定 は 、 平 成 26 年 ４ 月 １ 日 以 前 か ら 所 在 す る 住 宅 等 の う ち 、 令 

           令 和 13 年 ３ 月 31 日 
  和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら         ま で の 間 に 特 定 熱 損 失 防 
            令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 

止 改 修 等 住 宅 （ 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 等 住

宅 を い う 。 ） 又 は 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 等 住 宅 専 有 部 分 （ 同 条 第

５ 項 に 規 定 す る 特 定 熱 損 失 防 止 改 修 等 住 宅 専 有 部 分 を い う 。 ）

と な っ た も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て 準 用 す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 同 条 第 ４ 項 中 「 こ の 条 」 と あ る の は 「 横 浜 市

市 税 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項

に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 条 」 と 、 「 第 １ 項 」 と あ る の

は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ２ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す

る 第 １ 項 」 と 、 「 既 に こ の 項 」 と あ る の は 「 既 に 条 例 附 則 第 13

条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 

次 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 次

項 」 と 、 「 あ っ て は 、 こ の 項 」 と あ る の は 「 あ っ て は 、 同 条 第

１ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 同 条 第 ５ 項 中 「 

こ の 条 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い て

読 み 替 え て 準 用 す る こ の 条 」 と 、 「 第 １ 項 若 し く は 次 条 第 １ 項
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の 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ２ 第 １ 項 に お い て 読 み

替 え て 準 用 す る 第 １ 項 の 」 と 、 「 こ の 項 」 と あ る の は 「 条 例 附

則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」

と 、 「 第 352 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 と あ り 、 「 同 条 第 １ 項 又 は

第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 702 条 の ８ 第 １ 項 に お い て そ の 例 に よ

る も の と さ れ る 第 352 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 と 、 同 条 第 ６ 項 中

「 前 ２ 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い

て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 ２ 項 」 と 、 同 条 第 ７ 項 中 「 前 項 」 と あ

る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準

用 す る 前 項 」 と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読

み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 第 ４ 項 又 は 第 ５ 項 」 と あ る の は

「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 ４ 項 又 は 第 ５ 項 」

と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 第 ２ 項 省 略 ） 

 （ 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 

 第 13 条 の ９  法 附 則 第 15 条 の 10 の 規 定 は 、 建 築 物 の 耐 震 改 修 の 促 

進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ７ 年 法 律 第 123 号 ） 第 ７ 条 に 規 定 す る 要

安 全 確 認 計 画 記 載 建 築 物 又 は 同 法 附 則 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

要 緊 急 安 全 確 認 大 規 模 建 築 物 に 該 当 す る 家 屋 （ 同 法 第 ７ 条 又 は

同 項 の 規 定 に よ る 報 告 が あ っ た も の に 限 り 、 同 法 第 ８ 条 第 １ 項

（ 同 法 附 則 第 ３ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規

定 に よ る 命 令 又 は 同 法 第 12 条 第 ２ 項 （ 同 法 附 則 第 ３ 条 第 ３ 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 指 示 の 対 象 と な っ 

                     令 和 11 年 ３ 月 31  
た も の を 除 く 。 ） の う ち 平 成 26 年 ４ 月 １ 日 か ら 
                     令 和 ８ 年 ３ 月 31  

日 
   ま で の 間 に 法 附 則 第 15 条 の 10 第 １ 項 に 規 定 す る 政 府 の 補 助 で 
  日 
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総 務 省 令 で 定 め る も の を 受 け て 法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項 に 規 定

す る 耐 震 改 修 が 行 わ れ た も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い

て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 法 附 則 第 15 条 の 10 第 １ 項 中 「 

受 け て 耐 震 改 修 」 と あ る の は 「 受 け て 耐 震 改 修 （ 法 附 則 第 15 条

の ９ 第 １ 項 に 規 定 す る 耐 震 改 修 を い う 。 以 下 横 浜 市 市 税 条 例 （ 

以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 13 条 の ９ 第 １ 項 に お い て 読 み 替

え て 準 用 す る こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 と 、 「 耐 震 基

準 に 」 と あ る の は 「 法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項 に 規 定 す る 地 震 に

対 す る 安 全 性 に 係 る 基 準 と し て 政 令 で 定 め る 基 準 に 」 と 、 「 こ

の 条 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ９ 第 １ 項 に お い て 読 み 替

え て 準 用 す る こ の 条 」 と 、 「 係 る 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に あ っ て は

こ の 項 」 と あ る の は 「 係 る 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に あ っ て は 同 項 に

お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 「 政 令 で 定 め る と こ ろ 

」 と あ る の は 「 こ の 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法

に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ 」 と 、 「 の 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に あ

っ て は こ の 項 」 と あ る の は 「 の 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に あ っ て は 同

条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 」 と 、 同 条 第 ２ 項

中 「 前 項 」 と あ り 、 及 び 「 同 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条

の ９ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 当 該 市 町

村 の 条 例 で 」 と あ る の は 「 同 条 第 ２ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用

す る 条 例 附 則 第 13 条 の ６ の ５ に 」 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「 前 項 」 と

あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ９ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用

す る 前 項 」 と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み

替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 第 １ 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項

に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 
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。  

（ 第 ２ 項 省 略 ） 

                               
    （ 改 修 実 演 芸 術 公 演 施 設 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 

               
  画 税 の 減 額 に 関 す る 申 告 ） 

                                          
 第 13 条 の 10  法 附 則 第 15 条 の 11 第 １ 項 に 規 定 す る 改 修 実 演 芸 術 公 

                               
  演 施 設 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 改 修 実 演 芸 術 公 演 施 設 」 と い う 

                               
  。 ） に つ い て 同 項 の 規 定 に よ る 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税 の 減 

                               
  額 を 受 け よ う と す る 納 税 義 務 者 は 、 当 該 改 修 実 演 芸 術 公 演 施 設 

                               
  に 係 る 同 項 に 規 定 す る 利 便 性 等 向 上 改 修 工 事 （ 以 下 こ の 条 に お 

                               
  い て 「 利 便 性 等 向 上 改 修 工 事 」 と い う 。 ） が 完 了 し た 日 か ら ３ 

                               
  月 以 内 に 、 同 項 の 規 定 に 基 づ く 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ る 

                               
  証 明 書 及 び 当 該 利 便 性 等 向 上 改 修 工 事 に 要 し た 費 用 を 証 す る 書 

                               
  類 を 添 付 し て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 に よ り 市 長 に 

                
  申 告 し な け れ ば な ら な い 。 

                         
 (1)  納 税 義 務 者 の 住 所 又 は 所 在 地 及 び 氏 名 又 は 名 称 

                            
 (2)  改 修 実 演 芸 術 公 演 施 設 の 所 在 、 建 築 年 月 日 及 び 床 面 積 

                              
 (3)  改 修 実 演 芸 術 公 演 施 設 が 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 

                              
  化 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 18 年 政 令 第 379 号 ） 第 ５ 

                               
   条 第 ３ 号 に 規 定 す る 劇 場 若 し く は 演 芸 場 又 は 同 条 第 ４ 号 に 規 

                            
  定 す る 集 会 場 若 し く は 公 会 堂 の い ず れ に 該 当 す る か の 別 

                      
 (4)  利 便 性 等 向 上 改 修 工 事 が 完 了 し た 年 月 日 

                      
 (5)  利 便 性 等 向 上 改 修 工 事 に 要 し た 費 用 の 額 

                  
  (6)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項 

  （ 軽 自 動 車 税 の 税 率 の 特 例 ） 

 第 17 条  法 附 則 第 30 条 第 １ 項 に 規 定 す る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対   
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  す る 当 該 軽 自 動 車 が 最 初 の 道 路 運 送 車 両 法 第 60 条 第 １ 項 後 段 の 

                    及 び 第 ３ 項      
  規 定 に よ る 車 両 番 号 の 指 定 （ 次 項        に お い て 「 初 

                か ら 第 ４ 項 ま で 

回 車 両 番 号 指 定 」 と い う 。 ） を 受 け た 月 か ら 起 算 し て 14 年 を 経

過 し た 月 の 属 す る 年 度 以 後 の 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 に 係 る 第 73 条

第 ２ 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲

げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に

掲 げ る 字 句 と す る 。 

   （ 表 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

 ３  法 附 則 第 30 条 第 ３ 項 の 規 定 の 適 用 の 対 象 と な る ３ 輪 以 上 の ガ 

 ソ リ ン 軽 自 動 車 （ 同 項 に 規 定 す る ガ ソ リ ン 軽 自 動 車 を い う 。 以 

           
 下 こ の 項     に お い て 同 じ 。 ） に 対 す る 第 73 条 第 ２ 号 の 規 

      及 び 次 項                          

定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 ガ ソ リ ン 軽 自 動 車 が 令 和 ７ 年 ４ 月 １

日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 に 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 け た

場 合 に は 、 令 和 ８ 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 に 限 り 、 同 号 イ 中 「 3,900

円 」 と あ る の は 「 2,000 円 」 と 、 同 号 ウ 中 「 6,900 円 」 と あ る の は

「 3,500 円 」 と す る 。 

 ４  法 附 則 第 30 条 第 ４ 項 の 規 定 の 適 用 の 対 象 と な る ３ 輪 以 上 の   
 ４  法 附 則 第 30 条 第 ４ 項 の 規 定 の 適 用 の 対 象 と な る ３ 輪 以 上 の ガ 

該 ガ ソ リ ン 軽 自 動 車 が 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ７ 年 ３ 月 3   1   
 ソ リ ン 軽 自 動 車 に 対 す る 第 73 条 第 ２ 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 

 該 ガ ソ リ ン 軽 自 動 車 が 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ７ 年 ３ 月 31  
 、 当 該 ガ ソ リ ン 軽 自 動 車 が 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ７ 年 ３ 月 

 で の 間 に 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 初  回 車 両 
 31 日 ま で の 間 に 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 初 回 

 指 定 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 の 種  別 
 車 両 番 号 指 定 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 

 限 り 、 同 号 イ 中 「 3,900 円 」 と あ る の は 「 3,000 円 」 と 、 同 号  ウ 
 の 種 別 割 に 限 り 、 同 号 イ 中 「 3,900 円 」 と あ る の は 「 3,000 円 」 と 

 6,900 円 」 と あ る の は 「 5,200 円 」 と す る         
 、 同 号 ウ 中 「 6,900 円 」 と あ る の は 「 5,200 円 」 と す る 。 

  （ 軽 自 動 車 税 の 賦 課 徴 収 の 特 例 ） 

 第 18 条  市 長 は 、 軽 自 動 車 税 の 賦 課 徴 収 に 関 し 、 ３ 輪 以 上 の 軽 自 
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         又 は 第 ３ 項    
  動 車 が 前 条 第 ２ 項        の 規 定 の 適 用 を 受 け る ３ 輪 以 

         か ら 第 ４ 項 ま で 

上 の 軽 自 動 車 に 該 当 す る か ど う か の 判 断 を す る と き は 、 国 土 交

通 大 臣 の 認 定 等 （ 法 附 則 第 30 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 国 土 交 通

大 臣 の 認 定 等 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） に 基 づ き 当 該 判 断

を す る も の と す る 。 

（ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

第 ２ 条 関 係 

      附  則 

  （ 新 築 さ れ た 高 断 熱 住 宅 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 

         令 和 11 年 ４ 月 １ 日 
第 13 条 の ３ の ４          か ら 令 和 13 年 ３ 月 31 日 ま で の 
        令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 

間 に 新 築 さ れ た 住 宅 （ 法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項 に 規 定 す る 住 宅

を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の う ち 、 評 価 方 法 基 準 （

平 成 13 年 国 土 交 通 省 告 示 第 1347 号 ） 第 ５ の ５ の ５ ― １ (3) の 等 級

６ 以 上 の 基 準 に 適 合 す る こ と に つ き 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り

証 明 さ れ た も の （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 高 断 熱 住 宅 」 と い う 。

） で 同 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る も の に 該 当 す る も の に 対

し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い て は 、 次 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場

合 を 除 き 、 当 該 住 宅 が 新 築 さ れ た 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の １ 月 １

日 （ 当 該 新 築 さ れ た 日 が １ 月 １ 日 で あ る 場 合 に は 、 同 日 。 同 項

に お い て 同 じ 。 ） を 賦 課 期 日 と す る 年 度 か ら ３ 年 度 分 の 都 市 計

画 税 に 限 り 、 当 該 住 宅 に 係 る 都 市 計 画 税 額 （ 区 分 所 有 に 係 る 住

宅 に あ っ て は こ の 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 部 分 に 係 る 税 額 と し

て 各 区 分 所 有 者 ご と に 法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く

政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 算

定 し た 額 の 合 算 額 と し 、 区 分 所 有 に 係 る 住 宅 以 外 の 住 宅 （ 人 の
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居 住 の 用 に 供 す る 部 分 以 外 の 部 分 を 有 す る 住 宅 そ の 他 の 同 項 の

規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 住 宅 に 該 当 す る も の に 限 る 。 ） に あ

っ て は こ の 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 部 分 に 係 る 税 額 と し て 同 条

第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で

定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 と す る 。 ） の ２ 分 の １ に 相 当 す

る 額 を 当 該 住 宅 に 係 る 都 市 計 画 税 額 か ら 減 額 す る も の と す る 。 

  令 和 11 年 ４ 月 １ 日 
２          か ら 令 和 13 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 に 新 築 さ れ 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 

た 高 断 熱 住 宅 の う ち 中 高 層 耐 火 建 築 物 （ 法 附 則 第 15 条 の ６ 第 ２

項 に 規 定 す る 中 高 層 耐 火 建 築 物 を い う 。 ） で あ る 住 宅 で 同 項 の

規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る も の に 該 当 す る も の に 対 し て 課 す る

都 市 計 画 税 に つ い て は 、 当 該 住 宅 が 新 築 さ れ た 日 の 属 す る 年 の

翌 年 の １ 月 １ 日 を 賦 課 期 日 と す る 年 度 か ら ５ 年 度 分 の 都 市 計 画

税 に 限 り 、 当 該 住 宅 に 係 る 都 市 計 画 税 額 （ 区 分 所 有 に 係 る 住 宅

に あ っ て は こ の 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 部 分 に 係 る 税 額 と し て

各 区 分 所 有 者 ご と に 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算

定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 の 合 算

額 と し 、 区 分 所 有 に 係 る 住 宅 以 外 の 住 宅 （ 人 の 居 住 の 用 に 供 す

る 部 分 以 外 の 部 分 を 有 す る 住 宅 そ の 他 の 同 項 の 規 定 に 基 づ く 政

令 で 定 め る 住 宅 に 該 当 す る も の に 限 る 。 ） に あ っ て は こ の 項 の

規 定 の 適 用 を 受 け る 部 分 に 係 る 税 額 と し て 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に

基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定 め る と こ ろ に

よ り 算 定 し た 額 と す る 。 ） の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額 を 当 該 住 宅

に 係 る 都 市 計 画 税 額 か ら 減 額 す る も の と す る 。 

（ 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 省 略 ） 

  （ 高 齢 者 等 居 住 改 修 住 宅 等 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 減 額 に 
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関 す る 申 告 ） 

 第 13 条 の ５  法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ４ 項 に 規 定 す る 高 齢 者 等 居 住 改 

修 住 宅 又 は 同 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 高 齢 者 等 居 住 改 修 専 有 部 分 に

つ い て 、 こ れ ら の 規 定 に よ る 固 定 資 産 税 の 減 額 を 受 け よ う と す

る 納 税 義 務 者 は 、 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 居 住 安 全 改 修 工 事 （ 以

下 こ の 条 に お い て 「 居 住 安 全 改 修 工 事 」 と い う 。 ） が 完 了 し た

日 か ら ３ 月 以 内 に 、 同 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 総 務 省 令 で 定 め る 書

類 を 添 付 し て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 に よ り 市 長 に

申 告 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

    附 則 第 12 条 第 26 項 各 号 
(3)  政 令           に 掲 げ る 者 に 該 当 す る 者 の 氏 名 
    附 則 第 12 条 第 24 項 各 号 

及 び 当 該 者 が 当 該 各 号 の い ず れ に 該 当 す る か の 別 

（ 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で 省 略 ） 

 （ 耐 震 基 準 適 合 住 宅 に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 の 減 額 ） 

 第 13 条 の ７  法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 は 、    

  昭 和 57 年 １ 月 １ 日 以 前 か ら 所 在 す る 住 宅 （ 法 附 則 第 15 条 の ６ 第 

          同 項 第 １ 号 イ か ら ホ ま で に 掲 げ る 区 域 内 
  １ 項 に 規 定 す る 住 宅 （ 

   同 項 に 規 定 す る 勧 告 に 従 わ な い で 新 築 し 

  に あ る 
     住 宅 を 含 む 。 ） を い う 。 附 則 第 13 条 の ８ の ２ 第 １ 項 に お 
  た 

い て 同 じ 。 ） の う ち 平 成 24 年 １ 月 ２ 日 か ら 令 和 13 年 ３ 月 31 日 ま

で の 間 に 耐 震 改 修 （ 法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項 に 規 定 す る 耐 震 改

修 を い う 。 ） が 行 わ れ た も の に 対 し て 課 す る 都 市 計 画 税 に つ い

て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 項 中 「 こ の 条 、 次 条 及 び 附

則 第 15 条 の 10 」 と あ る の は 「 横 浜 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 と

い う 。 ） 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ

の 項 及 び 次 項 」 と 、 「 基 準 （ 同 条 第 １ 項 に お い て 「 耐 震 基 準 」
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と い う 。 ） 」 と あ る の は 「 基 準 」 と 、 「 こ の 項 か ら 」 と あ る の

は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る こ の 項 か ら 」 と 、

「 次 条 第 １ 項 、 第 ４ 項 又 は 第 ５ 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13

条 の ８ の ２ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 次 条 第 １ 項 又 は

条 例 附 則 第 13 条 の ８ の ３ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 次

条 第 ４ 項 若 し く は 第 ５ 項 」 と 、 「 平 成 18 年 １ 月 １ 日 か ら 平 成 21

年 12 月 31 日 ま で の 間 に 完 了 し た 場 合 に は 当 該 耐 震 改 修 が 完 了 し

た 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の １ 月 １ 日 （ 当 該 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日

が １ 月 １ 日 で あ る 場 合 に は 、 同 日 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。

） を 賦 課 期 日 と す る 年 度 か ら ３ 年 度 分 、 当 該 耐 震 改 修 が 平 成 22

年 １ 月 １ 日 か ら 平 成 24 年 12 月 31 日 ま で の 間 に 完 了 し た 場 合 に は

当 該 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の １ 月 １ 日 を 賦 課

期 日 と す る 年 度 」 と あ る の は 「 平 成 24 年 １ 月 ２ 日 か ら 同 年 12 月

31 日 ま で の 間 に 完 了 し た 場 合 に は 平 成 25 年 度 」 と 、 「 を 賦 課 期

日 と す る 年 度 分 」 と あ る の は 「 （ 当 該 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 が

１ 月 １ 日 で あ る 場 合 に は 、 同 日 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ）

を 賦 課 期 日 と す る 年 度 分 」 と 、 「 耐 震 基 準 適 合 住 宅 （ 区 分 所 有

に 係 る 家 屋 で あ る 耐 震 基 準 適 合 住 宅 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い

て 同 じ 。 ） に あ っ て は こ の 項 の 」 と あ る の は 「 耐 震 基 準 適 合 住

宅 に あ っ て は 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準

用 す る こ の 項 の 」 と 、 「 政 令 で 定 め る と こ ろ 」 と あ る の は 「 こ

の 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 算 定 の 方 法 に 準 じ て 規 則 で 定

め る と こ ろ 」 と 、 「 限 る 。 ） に あ っ て は こ の 項 の 」 と あ る の は

「 限 る 。 ） に あ っ て は 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

こ の 項 の 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 前 項 」 と あ り 、 及 び 「 同 項 」 と
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あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用

す る 前 項 」 と 、 「 当 該 市 町 村 の 条 例 で 」 と あ る の は 「 同 条 第 ２

項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 条 例 附 則 第 13 条 の ４ に 」 と 、 同

条 第 ３ 項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 条 例 附 則 第 13 条 の ７ 第 １ 項 に

お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 同 項 」 と あ る の は 「 同

条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 第 １ 項 」 と

あ る の は 「 同 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 １ 項 」 と

読 み 替 え る も の と す る 。 

 （ 第 ２ 項 省 略 ） 
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